
　現在の計画では、公共建築物の保有量（延床

面積）を計画の始期から20年間で5％縮減するこ

とを目標としていますが、改定後は計画期間の延

長に伴い、令和33年度までの36年間で18％縮減

することを目標とします。

　縮減目標については計画期間における人口の

減少率（18.4％）に合わせています。人口減少率

に合わせて、公共建築物の縮減を進めることで、

年度ごとの人口一人当たりの負担額をおおむね均

等にすることができます。また、延床

面積については現在の水準の維持

が可能となるため、市民サービスを

維持するとともに、収支レベルのバ

ランスを保つことが可能になります

（図1）。


